
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年８月２６日 １２時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県与論
よ ろ ん

町与論港（供
とも

利
り

地区）南東方沖 

 与論港供利指向灯から真方位１４９°２,３３０ｍ付近 

（概位 北緯２７°０１.３′ 東経１２８°２４.８′） 

事故の概要 漁船雄元
ゆうげん

丸
まる

は、西進中、干出岩に乗り揚げた。 

雄元丸は、船底外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年９月２４日、調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 雄元丸、４.９トン 

ＫＧ３－３５９２４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に破口及び擦過傷、プロペラ翼及びプロペラ軸に曲損、機関

に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、約６ノットの対地速力で手動操舵により帰航中、干出岩に

乗り揚げた。 

船長は、操舵室の背もたれのある操縦席に腰を掛けて操船中、居眠

りに陥っており、衝撃で乗り揚げたことに気付いた。 

船長は、疲労等を感じてはいなかったが、周囲に船舶を見掛けなか

ったので、気が緩み、眠気を催すようになっていつしか居眠りに陥

り、本船が予定針路から右舷方にずれたと思った。 

本船の喫水は、本事故当時、船首約０.５ｍ、船尾約１.８ｍであっ

た。 

分析  本船は、船長が、手動操舵により椅子に腰を掛けて操船していたと

ころ、居眠りに陥ったことから、干出岩に向かう態勢となって航行し

たものと考えられる。 

船長は、周囲に船舶を見掛けず、気が緩んで、眠気を催した際、操

縦席に腰を掛けていたことから、居眠りに陥った可能性があると考え

られる。 

本船は、船長が居眠りに陥った際に右転した可能性があると考えら

れるが、その状況については明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、船長が居眠りに陥ったため、本船が右転して干出岩に乗



 

 

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・眠気を感じた場合、立って操船したりするなどして眠気を払拭す

ること。 


